
四日市市告示第１８号 

四日市市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金交付要綱の

一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和８年１月１５日 

四日市市長  森  智 広    

 

 

四日市市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金交付要 

綱の一部を改正する要綱 

四日市市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金交付要綱

（令和７年四日市市告示第２３５号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（補助金の申請） 

第６条 （略） 

２ 補助金の交付を受けようとする

者は、補助金の交付の申請に当た

り、四日市市介護支援専門員・主

任介護支援専門員研修受講料補助

金交付申請書（第１号様式）に次

に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

(1)から(4)まで (略) 

（補助金の交付等） 

第６条 （略） 

２ 補助金の交付を受けようとする

者は、補助金の交付の申請に当た

り、四日市市介護支援専門員・主

任介護支援専門員研修受講料補助

金交付申請書兼請求書（第１号様

式）に次に掲げる書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

(1)から(4)まで （略） 

  

 （補助金の交付決定）  

第７条 市長は、前条第２項の規定

による交付申請があったときは、

その内容を審査し、補助金を交付

すべきものと認めたときは、速や

かに交付の決定を行い、申請者に

対して、四日市市介護支援専門

員・主任介護支援専門員研修受講

料補助金交付決定兼確定通知書

（第４号様式)によりその旨を通知

するものとする。 

 



２ 市長は、前項の審査の結果、補

助金の不交付を決定したときは、

理由を付して、四日市市介護支援

専門員・主任介護支援専門員研修

受講料補助金不交付決定通知書

（第５号様式）により申請者に通

知するものとする。 

 

  

 （補助金の交付）  

第８条 前条第１項の規定により補

助金交付決定兼確定通知を受けた

者(以下「決定者」という。)は、

速やかに四日市市介護支援専門

員・主任介護支援専門員研修受講

料補助金請求書(第６号様式)を市

長に提出しなければならない。 

 

２ 市長は、前項の書類が提出され

たときは、必要な審査を行い、適

当と認められるときは決定者に対

し補助金を交付するものとする。 

 

  

第９条 （略） 第７条 （略） 

  

第１０条 （略） 第８条 （略） 

  

第１１条 （略） 第９条 （略） 

 

第１号様式を次のように改める。 

 

  



第１号様式（第６条関係） 

年  月  日 

（宛先）四日市市長 

                            

                              法人所在地               

                    法人名称               

代表者氏名               

 

四日市市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金交付申請書 

 

 四日市市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金の交付を受

けたいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 申請額                       円 

 

 ２ 添付書類 

 (1)  四日市市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金交付申請

対象者個票（第２号様式） 

 (2) 誓約書（第３号様式） 

(3) 受講料の支払いを証する書類の写し 

   ※研修受講者の氏名、領収額、領収日及び領収印が記載されているもので

あり、宛名が補助対象事業者に限る。 

(4) 補助対象事業における研修の修了を証する書類の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式の次に次の３様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

           様 

 

                               四日市市長 

 

 

四日市市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金交付決定兼確定

通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった四日市市介護支援専門員・主任介護支援

専門員研修受講料補助金については、下記のとおり決定・確定をしたので、四日市

市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金交付要綱第７条第１項

に基づき通知します。 

 

 

記 

 

 

１．補助金の額 ：           円 

 

２．注意事項 

（１）四日市市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金交付要綱

を厳守すること。 

（２）四日市市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金交付要綱

に違反した場合、交付決定を取り消すことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第７条関係） 

  年  月  日 

 

           様 

 

                               四日市市長 

 

 

四日市市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金不交付決定通知

書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった四日市市介護支援専門員・主任介護支援

専門員研修受講料補助金については、不交付が決定したので、四日市市介護支援

専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金交付要綱第７条第２項に基づき通

知します。 

 

 

不交付の理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

（宛先）四日市市長 

                            

                              法人所在地               

                    法人名称               

代表者氏名               

 

四日市市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金請求書 

 

 四日市市介護支援専門員・主任介護支援専門員研修受講料補助金を下記のと

おり請求します。 

 

記 

 

 １ 請求額                       円 

 

 

 

 

 

  

振

込

先 

金融機関名 支店名 口座種別 口座番号 
ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

口座名義人 

銀行 

金庫 

農協 

本店 

支店 

出張所 

１ 普通 

２ 当座 

３ その他 

（   ） 

  



   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

（健康福祉部介護保険課） 


